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大 川 市 議 会 第 １ 回 臨 時 会 会 議 録  

 

 令和７年１月27日大川市議会議場に出席した議員及び付議事件の説明のため出席した者の

氏名並びに付議事件の内容は次のとおりである。 

 

１．出席議員 

    １番  永  尾     学     ８番  龍     誠  一 

    ２番  宮  﨑  貴  仁     ９番  内  藤  栄  治 

    ３番  古  賀  寿  典     10番  川  野  栄 美 子 

    ４番  馬  渕  清  博     11番  遠  藤  博  昭 

    ５番  永  島  幸  夫     12番  永  島     守 

    ６番  宮  﨑  稔  子     13番  平  木  一  朗 

    ７番  西  田     学 

 

２．地方自治法第121条の規定により出席した者 

      市 長   江   藤   義   行 

      会 計 管 理 者 
      （兼）会 計 課 長   川   野   文   裕 
      （兼）税 務 課 長 

      人 事 秘 書 課 長 
                       仁 田 原   敏   雄 
      （併）監 査 事 務 局 長 

      総 務 課 長 
                       田   中   準   一 
      （併）選挙管理委員会事務局長 

      企 画 課 長   野   中   貴   光 

      学 校 教 育 課 長   添   田   宗   孝 

 

３．本議会の書記は次のとおりである。 

      議 会 事 務 局 長   西   原       真 

      議 会 事 務 局 書 記   古   賀       直 

      議 会 事 務 局 書 記   松   家   奈 美 子 

      議 会 事 務 局 書 記   髙   口   絵   美 
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４．付議事件 

  １．開 会 の 宣 告 

  １．会 期 の 決 定 

  １．議 案 の 上 程 

    議案第１号 令和６年度大川市一般会計補正予算 

  １．提 案 理 由 の 説 明 

  １．議 案 質 疑 

    （議案第１号） 

  １．委 員 会 付 託 

    （議案第１号） 

  １．委 員 長 報 告 

    （議案第１号） 

  １．質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決 

    （議案第１号） 

  １．会 議 録 署 名 議 員 の 指 名 

  １．閉 会 の 宣 告 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時30分 開会 

○議長（遠藤博昭） 

 各位の御参集、感謝申し上げます。 

 出席議員は定足数に達しておりますので、ただいまから令和７年第１回大川市議会臨時会

を開会いたします。 

 これから直ちに会議を開きます。 

 まず、会期の決定の件を議題といたします。 

 本臨時会に付議事件として市長から送付を受けております案件は、議案第１号 令和６年

度大川市一般会計補正予算の１件であります。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、付議事件及び諸般の関係から勘案いたしまして、

本日限りといたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は本日限りと決定いたしました。 

 なお、本会期中における議事日程については、お手元に配付しております日程表のとおり

といたしたいと思いますので、さよう御承知の上、御協力のほどをお願いいたします。 

 それでは、これから日程に従い、議案の上程を行います。 

 市長から議案１件の送付がなされ、これを受理いたしました。 

 議案の朗読を省略し、議案第１号 令和６年度大川市一般会計補正予算を議題といたしま

す。 

 これから提案理由の説明を行います。 

 市長の提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（江藤義行）（登壇） 

 本日ここに、令和７年第１回市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位には公私

とも御多端の中にもかかわらず御参集賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、この議会に提案いたしております議案は１件でありまして、議案第１号 令和６年

度大川市一般会計補正予算について御説明申し上げます。 

 今回の補正は、歳入歳出予算及び繰越明許費の補正をお願いするものでありまして、まず、

歳入歳出予算の補正から、その概要を申し上げます。 

 総務費につきましては、ふるさと寄附謝礼カタログギフト事業委託料３億円、ふるさと基

金積立金４億5,000万円等、計９億円を計上いたしております。 

 民生費につきましては、住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業１億5,618万２千円、

住民税非課税世帯臨時特別給付金括（子ども加算分）給付事業1,228万８千円等、計１億7,521

万１千円を計上いたしております。 

 衛生費につきましては、斎場指定管理者電力等価格高騰対策支援金９万６千円を計上いた

しております。 

 農林水産業費につきましては、漁業経営継続支援金348万円を計上いたしております。 

 商工費につきましては、宿泊・交通事業者等支援金1,278万円を計上いたしております。 

 教育費につきましては、社会体育施設等指定管理者電力等価格高騰対策支援金52万６千円

を計上いたしております。 

 以上により、今回の補正総額は10億9,209万３千円となったところでありまして、これが
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財源といたしましては、歳出に見合う国庫支出金、県支出金及び寄附金をもって充当する次

第であります。 

 次に、繰越明許費の設定につきましては、本年度内に事業の完了が見込めない住民税非課

税世帯臨時特別給付金給付事業、住民税非課税世帯臨時特別給付金（子ども加算分）給付事

業等について、翌年度への繰越しをお願いするものであります。 

 以上、提出議案の概要について御説明申し上げましたが、市政運営上、緊要なものであり

ますので、慎重御審議の上、御議決いただきますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（遠藤博昭） 

 提案理由の説明は終わりました。 

 次に、議案に対する質疑を行います。 

 これから、ただいま議題としております議案第１号 令和６年度大川市一般会計補正予算

について質疑を行いますが、所定の時刻までに質疑の通告はあっておりません。よって、次

に進みます。 

 次に、議案を所管する委員会に付託いたします。 

 お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、議案第１号を総務委員会に付託いた

します。 

 ここで暫時休憩いたします。 

午前９時37分 休憩 

午前10時56分 再開 

○議長（遠藤博昭） 

 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 

 それでは、総務委員会に付託しておりました議案第１号 令和６年度大川市一般会計補正

予算を議題といたします。 

 これから総務委員会における審査の経過並びに結果について、総務委員長の報告を求めま

す。 

 総務委員長、永島守議員。 

○総務委員長（永島 守）（登壇） 

 私は総務委員長といたしまして、本委員会に付託されました議案第１号 令和６年度大川
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市一般会計補正予算について御報告申し上げます。 

 説明によりますと、今回の補正は歳入歳出予算及び繰越明許費の補正を行おうとするもの

であり、その概要は次のとおりであります。 

 総務費につきましては、ふるさと寄附謝礼カタログギフト事業委託料３億円、ふるさと基

金積立金４億5,000万円など、計９億円が計上されております。 

 民生費につきましては、住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業１億5,618万２千円、

住民非課税世帯臨時特別給付金（子ども加算分）給付事業1,228万８千円など、計１億7,521

万１千円が計上されております。 

 衛生費につきましては、斎場指定管理者電力等価格高騰対策支援金９万６千円が計上され

ております。 

 農林水産事業費につきましては、漁業経営継続支援金348万円が計上されております。 

 商工費につきましては、宿泊・交通事業者等支援金1,278万円が計上されております。 

 教育費につきましては、社会体育施設等指定管理者電力等価格高騰対策支援金52万６千円

が計上されております。 

 以上によって、今回の補正総額は10億9,209万３千円となったところでありますが、これ

らの財源といたしましては、歳出に見合う国庫支出金、県支出金及び寄附金をもって充当す

るとのことであります。 

 次に、繰越明許費の設定につきましては、本年度内に事業の完了が見込めない住民税非課

税世帯臨時特別給付金給付事業、住民税非課税世帯臨時特別給付金（子ども加算分）給付事

業等については、翌年度へ繰越しをしようとするものであります。 

 委員会では、３款１項１目社会福祉総務費の住民税非課税世帯臨時特別給付金について、

給付対象はどのような時点での非課税世帯に対して給付されるのかただしましたところ、令

和６年度の非課税世帯、つまり令和５年の収入等により非課税と判断された世帯となる。 

 給付の時期としましては、８割の方に３月中旬に第１回目の振込を行い、残りの方には申

告をしていただいて、非課税が確定された後、申請により振込を行うとのことであります。 

 次に、７款１項２目商工業振興費、宿泊・交通事業者等支援金について、宿泊事業者への

交付金額は一律なのか、収容人数に応じて支払われるのかをただしましたところ、１社当た

り一律10万円に、客室数に２万円を掛けた金額を加算する。ただし、上限は50万円である。

上限に達するのは４社であるとのことであります。 
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 委員会では、その他詳細な審査を行い、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決した次第であります。 

 以上で私の報告を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。 

○議長（遠藤博昭） 

 総務委員長の報告は終わりました。 

 これから総務委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑を希望される方は、この際、御

後通告をお願いいたします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑の通告はありませんので、次に進みます。 

 次に、討論を希望される方は、この際、御通告をお願いいたします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでございますので、これから採決をいたします。 

 議案第１号 令和６年度大川市一般会計補正予算を採決いたします。 

 本案を総務委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

 起立全員と認めます。よって、本案は総務委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、会議録署名議員を指名いたします。 

 ７番西田学議員、８番龍誠一議員、以上２名を指名いたします。 

 以上で本臨時会の議事は全て終了いたしました。 

 なお、ここで市長から発言の申出があっておりますので、この際、お願いいたします。市

長。 

○市長（江藤義行） 

 ただいま議長のお許しをいただきましたので、一言御挨拶を申し上げます。 

 議員の皆様には、提案いたしました議案について、慎重に御審議の上、御議決いただきま

したことに対し厚くお礼を申し上げます。 

 また、審議の過程で、議員の皆様から賜りました貴重な御意見や御助言等につきましては、

十分に尊重し、そして今後の市政運営に生かしてまいりたいと考えております。 

 引き続き議員各位の御理解と御協力をお願い申し上げ、簡単ではございますが、閉会の御
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挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（遠藤博昭） 

 これにて令和７年第１回大川市議会臨時会を閉会いたします。 

午前11時３分 閉会 

 

 以上、会議の次第は、その内容の正確であることを証するため、ここに署名する。 

 

 

                 大川市議会議長  遠 藤 博 昭 

 

                 大川市議会議員  西 田   学 

 

                 大川市議会議員  龍   誠 一 

 


